
坂林  加奈子 さん

講師
さかばやし      か  な  こ 

弁護士

富山市男女共同参画推進センター

TEL（０７６）４３３-１７６０ FAX（０７６）４３３－１７６１ 

E-mail suishin-01@city.toyama.lg.jp 【開館時間】10：00～18：15

【休館日】土・日曜日、国民の祝日、年末年始（12/29～1/3）、ＣｉＣビルの休館日

〒930ｰ0002富山市新富町一丁目2番3号ＣｉＣビル3階

申し込み
問合せ先

14:00～15:30
1/24
令和8年

土

場所 ：とやま市民交流館学習室1
(CiCビル3階）

対象 ： 富山市内に在住か通勤・通学している方

～決めておきたいお金のこと～

婚姻費用
って何？

夫婦の共有
財産には何
があるの？

夫に貸した
お金は返っ
てくる？

夫名義の住宅
ローンは離婚
するとどうな
るの？

申込方法 
往復はがき、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかで
下記内容を記入のうえお申し込みください。

①受講する講座名  
②郵便番号、住所   
③参加者氏名(フリガナ)、年齢
④電話番号 
⑤FAX番号（FAXで申し込みの方）

男女共同参画法律講座

夫婦間の法律知識夫婦間の法律知識
これで納得！これで納得！

※無料駐車場はありませんので、
公共交通機関をご利用ください

離婚後に養育費が
滞ったらどうすれ
ばいい？

あなたの“疑問”や“不安”が
「スッキリ！」に変わります



○申込方法：往復はがき、E-Mail、FAXのうち、いずれかの方法でお申し込み
 ください。

○ご提供いただいた個人情報は、当センターの事業運営目的のみに利用し、
 その他の目的で利用することはありません。

往復はがき ･･･ 下記の必要事項を記入してお申し込みください。

( 往信の表 ) ( 往信の裏 )

E‐Mail ･･･ アドレス suishin-01＠city.toyama.lg.jp

①受講希望講座名：男女共同参画法律講座 これで納得！ 夫婦間の法律知識

 ②郵便番号・住所 ③ 参加者氏名(フリガナ)・年齢 ④ 電話番号 を明記ください。

男女共同参画法律講座  これで納得！ 夫婦間の法律知識

【受講申込書】

ＦＡＸ

① 受講希望講座名

 男女共同参画法律講座

 これで納得！ 夫婦間の法律知識

② 郵便番号、住所

③ 参加者氏名 (フリガナ)・年齢

④ 電話番号

〒930‐0002
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( 往信 )

参加者氏名（フリガナ）・年齢 郵便番号・ 住所 電話＆FAX

〒 電話

FAX

･･･ ＦＡＸ番号 （０７６）４３３－１７６１
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